
紀宝町商業活性化委員会 紀宝町創業支援助成金交付要綱 

 

（目的） 

第 1 条 この要綱は、紀宝町内で地域に根差した起業をする方に対して支援を行い、紀宝

町内で創業を促進するための必要な経費に対し、創業支援助成金（以下「助成金」という。）

を交付することに関して必要な事項を定めるものとする。 

 

（助成対象者） 

第２条 助成金の対象となる者（以下「助成対象者」という。）は、次の各号のすべてに該

当するものとする。 

（１）紀宝町内で創業をする者で、第４条に規定する実施期間以前より事業を営んでいない

者であること。また、次のいずれかに該当する場合は創業対象者に該当しない。 

ア 助成対象者の業種が日本標準産業分類（中分類）における農業、林業、漁業、政治・

経済・文化団体、宗教に該当する者。 

イ 法人成り、事業承継及び M＆A 等において、既存の事業を継続して行う場合。 

（２）第４条に規定する実施期間内に創業する者であること。 

（３）営業開始時点において被雇用者でない者であること。 

（４）市町村民税等の滞納がない者であること。 

（５）紀宝町商工会の会員、又は会員になる予定の者であること。 

（６）次のいずれかに該当する者であること。 

ア 個人にあっては、第４条に規定する実施期間の末日において、開業届の提出が行わ

れていること。 

イ 法人にあっては、第４条に規定する実施期間の末日において、紀宝町内に本店又は 

主たる事業所の所在地とした法人登記が行われていること。 

（７）移動販売の許可に特定の住所が記載されていない事業者の場合には、個人事業主にお

いては当該事業主の居住地、法人においては登記記載の住所が紀宝町内であること。 

２ 前項に規定にかかわらず、次に掲げる者は助成金の交付の対象とならない。 

（１）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

６号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者。 

（２）その他委員長が適切でないと判断する者。 

 

（助成対象事業等） 

第３条 助成金の交付の対象となる事業（以下「助成対象事業」という。）は、助成対象者

が主として行う創業に係る事業で紀宝町内の産業の振興及び雇用の創出を図り、継続が

見込まれる事業とする。ただし、次の各号に掲げる事業は対象としない。 

（１）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営

業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」の届出を行っている事業 

（２）法的規制がかけられており、内容又は許認可に係る期間等に課題を有する事業 

（３）フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業 



（４）ソーラーパネル（太陽光発電システム）を設置して行う売電事業 

（５）その他委員長が適当でないと判断する事業 

２ 同一事業による同一事業者に対しての助成金の交付は１回限りとする。 

 

（助成対象事業の期間） 

第４条 助成対象事業の実施期間は、第８条の助成金の交付を決定した日が属する年度の

４月１日から翌年の２月末日までとする。 

２ ただし、第５条（２）に規定する創業に伴う家賃補助に限り、初月支払い家賃を起算月

とした最大１２月間を対象とする。 

 

（助成対象経費） 

第５条 助成金の交付の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は前条に規定す

る実施期間において要した創業に係る経費のうち、次の各号に掲げる経費とする。 

（１）店舗等新設、改修費、又は開設に係る経費 

ただし、店舗兼住宅における改修費用について住宅部分に係る費用は対象外とする。 

（２）創業に伴う店舗等の家賃補助（家賃補助は最長１年とし上限 3 万円／月） 

ただし、店舗兼住宅における家賃について住宅部分に係る費用は対象外とする。 

（３）広告宣伝費（広告宣伝費で助成金の限度額を 30 万円上限とする。） 

（４）創業を目的とした融資に際し、融資を受けた者が三重県信用保証協会に支払った保証

料（ただし助成金の限度額を 15 万円とする。） 

（５）その他委員長が必要と認めた経費 

２ 前項の規定にかかわらず、６親等内の血族及び３親等内の姻族への支払い、または自身

が代表である法人から代表への支払いは助成対象経費に含まれないものとする。 

３ 助成対象経費の支払方法は、銀行振込を原則とする。助成金執行の適正性確保のため、

１取引 10 万円超（税抜）の現金払いは原則認められません。また、小切手・手形による

決済は認められません。クレジットカードによる支払は、当該法人、又は 個人事業主本

人名義によるもので、補助対象期間中に引落が確認できる場合のみ認められます（納品日

や完了日が補助対象期間中であっても口座からの引き落としが補助対象期間外であれば

補助対象となりません） 

 

（助成金の額） 

第６条 助成金の額は、前条に掲げる助成対象経費の合計額の２分の１以内とし、限度額は

５００，０００円とする。 

２ 前項の規定により算出した額に１，０００円未満の端数が生ずる時は、これを切り捨て

る。 

 

（助成金の申請） 

第７条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、創業支援助成金

交付申請書（別記様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて、委員長に提出しなけれ



ばならない。 

（１）事業計画書 

（２）誓約書（別記様式第２号） 

（３）市町村民税を滞納してないことを証する書類 

（４）身分証明書の写し（運転免許証等・履歴事項全部証明書） 

（５）その他委員長が必要と認める書類 

 

（助成金の交付決定） 

第８条 委員長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容について、事業の実現可

能性、収益性、継続性及び独創性等を主な基準として審査し、予算の範囲内で助成金の交

付を決定するものとする。 

２ 委員長は、前項の基準において、申請者が紀宝町の住民票を有している場合は、これを

優先することができるものとする。 

３ 委員長は、前項の助成金の交付の決定をしたときは、創業支援助成金交付決定通知書

（別記様式第３号）により、交付が適当でないと認めるときは、創業支援助成金不交付決

定通知書（別記様式第４号）により申請者に通知するものとする。 

４ 委員長は、第１項の決定に際して、必要な条件を付すことができる。 

 

（助成事業の変更等） 

第９条 前条の助成金の交付決定を受けた者（以下「助成事業者」という。）は、その申請

事項を変更しようとするときは、創業支援助成金助成事業（変更・中止・廃止）届出書（別

記様式第５号）を委員長に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第１０条 助成事業者は、助成対象事業が完了した場合は、その日から起案して３０日以内

又は助成金交付決定を受けた日の属する年度の３月１０日のいずれか早い日までに、創

業支援助成金実績報告書（別記様式第６号）に、委員長が認める書類を添えて委員長に提

出しなければならない。 

 

（助成金の額及び通知） 

第１１条 委員長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、その報告に

係る助成対象事業の成果が助成金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると

認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、創業支援助成金の額の確定通知書（別記

様式第７号）により助成事業者に通知するものとする。 

 

（助成金の請求等） 

第１２条 助成事業者は、前条の助成金の額の確定通知書を受けたときは、速やかに創業支

援助成金請求書（別記様式第８号）を委員長に提出するものとする。 

 



（状況報告） 

第１３条 助成事業者は、助成対象事業完了後３年間は事業の状況報告として、その期間内

に提出した申告書類の写しを委員長に提出しなければならない。 

 

（財産の処分及び管理） 

第１４条 助成事業者は、助成対象事業完了後３年を経過する日前に、助成対象事業により

取得し、又は効用が増加した財産を処分しようとするときは、あらかじめ創業支援助成金

財産処分承認申請書（別記様式第９号）を委員長に提出し、その承認を受けなければなら

ない。ただし、当該財産の取得価格又は効用の増加価格が１００，０００円未満のものは、

この限りではない。 

２ 前項の処分にあたり、助成事業者に収入があったときは、委員長は当該助成事業者に対

し、交付した助成金の全部又は一部に相当する金額の返還を命ずるものとする。 

３ 助成事業者は、助成対象事業が完了した後も当該事業により取得し、又は効用が増加し

た財産の効果的な運用を図らなければならない。 

 

（中止・移転の届出） 

第１５条 助成金の交付を受けた助成事業者は、助成対象事業完了後３年を経過する日前

に助成を受けた事業を中止又は店舗等を町外へ移転する場合は、あらかじめ創業支援助

成金助成事業（中止・移転）届出書（別記様式第１０号）を委員長に提出しなければなら

ない。 

 

（助成金の返還） 

第１６条 助成金の交付を受けた助成事業者が、次の各号いずれかに該当する場所は、助成

金は、助成金の全額又は一部を返還しなければならない。 

（１）助成対象事業完了後３年を経過する日前に助成対象事業により取得し、又は効用が増

加した財産を処分した場合。 

（２）助成対象事業完了後３年を経過する日前に助成を受けた事業を中止又は店舗等を町

外へ移転する場合。 

（３）助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件（この要綱で定める条件等を含む。）

に違反した場合 

２ 前項の規定にかかわらず、委員長が特に認めるときは、助成金の返還を要さない。 

 

（重複交付の禁止） 

第１７条 助成事業者が助成対象経費について、国、県及び町等の他の助成金等の交付を受

けた場合は、この要綱に基づく当該年度の助成金は交付しないものとする。 

２ 助成事業者が助成対象事業について、紀宝町空き店舗再生事業費補助金及び紀宝町店

舗等魅力アップ助成金の交付を受ける見込み又は受けた場合には、この要綱に基づく当

該年度の助成金は交付しないものとする。 

 



（雑則） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。 

 

附則 

この要綱は、令和３年４月１日から適用する。 

附則 

この要綱は、令和５年４月１日から適用する。 

附則 

この要綱は、令和６年４月１日から適用する。 

 


